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和光市は、都心への交通条件に恵まれた利便性の高い住宅都市として、分譲

マンション居住者の比率が高く、市内のマンション化率※は２６％と県内でも

第２位に位置する比率である。市内分譲マンションの内訳は、総数で棟数１６

５棟、世帯数９,９８５戸（平成２６年１０月現在）のうち、建築後３０年余り

を経過した分譲マンションは、６４棟４，００６戸となっており、棟数、世帯

数とも全体の約４割となる。

また、埼玉県が平成２２年度に実施した県内の分譲マンション実態調査では、

居住する世帯主が６０歳以上である割合が、４５％（全国平均４０％）と高齢

化が進んでいる。分譲マンション居住者の高齢化と建物の老朽化は、様々な問

題を引き起こす要素があり、行政もこの状況に係わらざるを得ない状態になり

つつある。

これを受け、国は「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」の一部を

見直しており、県は新たに「埼玉県老朽化マンション管理適正化支援先導事業」

をスタートさせた。和光市もこれらの問題を検討するために市民委員会を立上

げ、市の施策に活かすものである。

※マンション化率とは、全世帯数に対してのマンションに住んでいる世帯数の割合。

１ 基本的事項

⑴ 背景

分譲マンション数（平成２６年度現在）

全１６５棟 ９，９８５戸

昭和５６年に導入された新耐震基準

未対応分譲マンション数

５６棟 ３，１８９戸
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市内の分譲マンションにおいて、建物の老朽化と居住者の高齢化が進む社会

状況の中で、安全に住める建物を増やし安心して暮らせるまちを目指し、現状

と課題を整理し、計画とその位置付けを明確にすると共に、今後の方針を提示

する。

マンション住民とマンション管理士・建築士等と共に平成１２年６月

から開催し、平成２７年６月１３日（土）に第４１回目を実施している。

平成２２年度から年間５回の個別相談会を

実施している。

⑵ 目的

⑶ 本市における分譲マンション問題の取組

ア 意見交換会及びセミナー等の実施

イ 専門家（マンション管理士）による個別相談
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（平成２６年１０月２９日 第１回実施）

（平成２７年 １月２２日 第２回実施）

（平成２７年 ４月１５日 第３回実施）

（平成２７年 ７月１７日 第４回実施）

（平成２７年１０月２３日 第５回最終）

和光市は、都心から２０ｋｍに位置し、鉄道や高速道路等の交通の利便性が

高い一方で、樹林公園、斜面林、豊かな農地等自然環境にも恵まれている。こ

のような地理的なポテンシャルを背景に集合住宅の需要は高く、分譲マンショ

ンの建設も順調な伸びを示してきた。冒頭で述べた建築後３０年を超えるマン

ション以降、１９８４年～２００４年の２０年間で建設された分譲マンション

の棟数は７４棟、４２３６戸となっている。その後は、リーマンショックもあ

り建設件数は減ってはいるが、マンション化率では、高水準を保っている。

国交省のマンション総合調査の意識調査によると、「住み替えるつもり」と「永

住するつもり」が逆転し、永住意識が強くなっているとの結果が出ている。住

み続けることにより居住者が高齢化し、管理組合の役員の不足、管理費滞納、

空室問題等が生じる可能性があり、建物の適切な維持管理が出来なければ、周

辺環境に及ぼす影響等、今後大きな社会問題に発展すると考えられる。

加えて、災害時の避難場所や支援物資の配給等で居住者の不安が広がる可能

性があり、周辺自治体や行政との連携・コミュニケーションの強化が必要と考

えられる。

⑷ 市内分譲マンションの現状と課題

ウ 市民会議の設立
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① 高齢で身体の不自由な方、独居老人などの実態把握が必要。

② 高齢化で理事のなり手がいない。

若い人に住んでもらえるような魅力のあるマンションづくり。

③ 高齢化に伴い、居住者への対応は、自治会と管理組合の協力が必要。

④ ＥＶ改修工事、災害時は、高層階の高齢者にとって深刻な問題。

⑤ 高齢化に伴い、管理組合活動の低調、空室も増えている。

① 災害時、消防・自衛隊・市に頼れないとき、居住者（高齢者を含む）の力

で対応しなければならない。

② 緊急（災害）時に危機管理室と連携を図り、何らかの方法で情報を流すよ

うな体制を作ってもらいたい。

③ 自治会に情報は流れるが、管理組合にはそれがない。マンション専門の担

当で連絡網の構築、情報の提供をしてもらいたい。

④ 連絡網が出来れば、管理組合同士の横の連絡も出来るし、アンケート等に

よる調査等もやりやすい。

⑤ 今後予想される自然災害において居住者のみならず近隣住民に対しても

緊急一時避難場所として貢献できるように検討。

⑥ 災害時、防災備品等で、飲食料は自ら一週間分を確保するように努める。

⑸ 課題の詳細 （検討委員の意見から）

ア 高齢化について

イ 防災時の対応
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① 市内分譲マンションの維持管理が適切に行われているか実態を把握が必

要。

② 空室が増えると設備の不具合ばかりか、維持管理、防犯、衛生面でも問題

が生じる。

③ 古いＥＶは、サイズ仕様により緊急時にストレッチャーが入らない問題が

ある。

④ 建物の老朽化に対応した大規模修繕工事計画における組合員の合意形成

の難しさがある。

① 分譲マンションにおける住まい方の教育が大切。区分所有法、管理規約を

理解し、管理組合の運営に関与すること。

② 分譲マンションにおける共用部分の維持管理に関し、組合員および居住者

に、その重要性を自覚するための啓発活動が必要。

① 居住者のコミュニケーションについて、管理組合でどのように取り組むか。

② 委員会の結果を行政の計画として位置付けし、取り組んでもらいたい。

ウ 建物の設備・維持管理

エ 居住者としての自覚

オ その他
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⑹ 各主体の役割を明確にする

管理組合
組合員の共同利益を図るこ

とを目的に建物等の適切な

維持管理、住民同士のコミ

ュニケーション

自治会（町内会）
自治組織として、参加型・

協働型の防災・防犯等の活

動と意識向上

情報の提供

国や県との連携

（県との連携では、

専門家の派遣制度を活用）

個別相談会

意見交換会

耐震診断・改修等支援

市行政
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ア 政策実行計画に位置付け

イ 第四次和光市総合振興計画基本構想に位置付けする

１．施策名

実施概要

マンション特有の問題に対し、関心が低く老朽化の進んだマンションを対象に啓発活動を行う。

現状（数値等）

⇒

実施期限 目標（数値等）

マンション意見交換会　２回／年
和光市分譲マンション管理問題に係わる相談業務　５回／年

平成２８年
度まで

マンション意見交換会　１回／年
和光市分譲マンション管理問題に係わる相談業務　２回／年
マンション管理士による派遣業務　５回／年

実施項目 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 経費内訳

委員会設立準備および実施。
既存制度（県の制度）の利用の調整・検討。
分譲マンションの課題の整理。
要綱の整備。

派遣する対象のマンションとの調整。
マンション管理士による派遣

個別相談委託費52,500円
マンション管理士派遣
５回×２0,000円＝
100,000円

主担当課名 建築課 関係課名 都市整備課

No.

安心して暮らせるまちづくりの推進５

⑺ 計画とその位置付け
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２．施策の目的

３．現状

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

５．課題解決の考え方と取組

市民、事業者及び行政が協働でまちづくりを進めるとともに、安全に住める宅地・

建物を増やし、住みやすく安心して暮らせるまちにします。

平成１９年７月にまちづくり条例を施行し、市民、事業者及び行政との協働により安全・安心

で快適な活力のあるまちづくりを進めています。特に、事業者が行う開発行為等については、協

定の締結基準や開発許可の基準を設け、秩序あるまちづくりに努めていますが、開発行為等の計

画によって事業者と近隣住民などとの紛争が発生しています。

市内建築物の耐震化については、土地区画整理事業区域外では古い住宅の建替えを含めた耐震

化が進んでいない状況です。

築３０年を経過する市内分譲マンションは、６５棟となり、全体の約４割になります。平成２６年度に和光

市分譲マンション問題検討市民委員会を立ち上げ、今後建物の老朽化が及ぼす問題について、行政

がどのように関わるかを話し合っています。

地区まちづくり協議会の認定や建築協定の締結など地区住民主体のまちづくりに関する制度

が市民に十分に浸透していないため、制度の周知を図る必要があります。また、開発行為等の計

画によって発生する事業者と近隣住民などとの紛争への対応が求められています。

さらに、建築物の耐震化についても、その必要性が市民に浸透していないため、市の助成制度

などについて、情報提供を図る必要があります。

また、分譲マンションについては、建物の老朽化に対し、適正な資金計画、施設の維持管理等

が必要になります。

主要課題 住民主体の安心して暮らせるまちづくりの実現

課題解決の考え方 まちづくりに関する市民の理解の醸成

解決に向けた取組 ①市民主体のまちづくりに関する情報の提供

課題解決の考え方 開発行為等に伴う関係調整

解決に向けた取組 ②紛争の予防と調整の制度の充実
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６．取組内容

課題解決の考え方 住宅の安全性の向上

解決に向けた取組 ③住宅の耐震化の支援

解決に向けた取組 ④住宅の分譲マンションの支援

① 市民主体のまちづくりに関する情報の提供

地区住民が地区まちづくり協議会や建築協定の締結などのまちづくりに関する制度について十分

理解できるよう、広報紙や市ホームページなどによる情報提供のほか、自治会の集会等での勉強会

や説明会を通じて、周知を図ります。

② 紛争の予防と調整の制度の充実

紛争当事者の申出に応じ、相談やあっせんなどを行い、迅速かつ適正な解決を図ります。

③ 住宅の耐震化の支援

無料耐震診断や耐震化への助成などを行います。また、耐震化の必要性など耐震化の

情報について、広報紙や市ホームページなどにより周知を図ります。

④ 分譲マンションの支援

分 譲 マ ン シ ョ ン 問 題 に つ い て 、 意 見 交 換 会 の 場 や 相 談 窓 口 業 務 等 を 設 け 、

管理組合、居住者と行政の意思の疎通を図ります。
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７．施策指標

単位：棟

指標名

現状値 備考

H26 H32

まちづくり条例に基づく協

定締結数（累計）
164 290

指標説明：まちづくり条例適用対象の申請手続は

平成19年 7月 1日から開始されました。

市内住宅

診断・改修

助成件数

（累計）

戸建て

住宅

診断 69 105

指標説明：平成 20 年度からの耐震助成累計件数

参考資料：既存建築物耐震改修促進計画

※国の政策に基づき平成２７年度完了の計画を平成

32 年度まで延長します。

改修 31 49

分譲

マンシ

ョン

診断 5 11

改修 0 1
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適正なマンション管理による良好な居住環境を、みんなでつくるまちづくり。

分譲マンションは、強固な建築物や公開空地など一部に公共的役割を担って

いるため、地域とのまちづくりを推進する。

委員からの意見を集約し、方針を次のとおりとする。

ア 連絡網の構築

① 事務局（マンション課）及び実行委員会の設立

② 防災・防犯の連絡網の構築（危機管理室へ協力を要請）

③ 旧耐震マンションへの対策と管理組合へのアンケートの実施

＊市民活動推進課や自治連への協力要請、及びセミナーや意見交換会での管

理組合の情報を活用して、継続的に実施する。

イ「分譲マンションにおける住まい方」の教育・研修

ウ 老朽化したマンションの維持管理状況の把握

⑴ 目標

⑵ 方針

２ 今後の方針
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第四次和光市総合振興計画に、新たな施策として分譲マンションの問題を取

り組む。

方針に基づいて、分譲マンションの連絡網の構築を推進し、マンションに住

む方には、住むための知識を持つことが大切であるため、情報の提供や研修、

教育を受ける制度が今まで以上に必要である。

また、老朽化の課題解決のため、築３０年を超える分譲マンションには、ア

ンケート調査などの活用により把握に努めたが、今後良好な管理のためにも専

門家の派遣等が期待される。その制度の活用の状況等により、国・県と共に市

の制度の活用などを検討する。

高齢化については、課題で挙げられた項目について、一つ一つ解決に向けた

コミュニティ活動が、大切であり、高齢者の自立・共助も求められる時代であ

る。

① 市役所にマンションの問題で、いつでも相談できる担当があることを要望

したい。

② 居住者への教育・研修は、管理組合・行政の役目。

③ 管理状況を把握した上で、どのように市が係るかを決めなければならない。

④ 管理組合に対し、市は自治会と同格に扱うべき。

⑤ 市が中心となって、管理組合名簿の作成ができないか。

⑥ マンション問題の取り組みや今後の名簿作成などで積極的に市のホームペ

ージに掲載をして、ＩＴ活用することで若い世代の住民にも広く周知できな

いか。

⑶ まとめ

⑷ その他 委員からの行政への意見
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ア 議事録編

① 第１回から最終回 別紙

イ 関係資料編

① マンション耐震化マニュアル 国土交通省

② マンションの建替え等の円滑化に関する法律第１０５条に基く許可に関

する取扱方針（平成２７年６月１８日）

委員会委員リスト

委員長 伊藤 敏司 （市内分譲マンション管理組合推薦）

副委員長 荻野 比登美 （公募による市民）

委員 金子 吉人 （一般社団 埼玉県マンション管理士会推薦）

塚田 大輔 （一般社団 埼玉県建築士事務所協会推薦）

鈴木 清雄 （市内分譲マンション管理組合推薦）

漆原 康夫 （和光市自治会連合会推薦）

３ 資料


